
令和４年７月８日  

第３学年保護者様                                                 

守口市立八雲中学校  
    

校 長   寺本 毅  

 

令和４年度 ３年生修学旅行について 

 

 平素より、本校の教育活動にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、修学旅行は子どもたちにとっても学校生活において特に印象に残る行事の一つであり、教育 

活動の中でも大きな教育意義を有する行事でもあります。感染症等やキャンセル料等のリスクも踏まえ 

つつ、可能な限り実施する方向で進めていきたいと考えています。 

実施に際しまして、新型コロナウィルス感染症対策につきましては、各関係機関・旅行会社等へも対

策を依頼し、安全に実施できるよう計画をしております。下記内容をご確認いただき、ご協力をお願い 

申し上げます。 

 

１．目的 

(1) 大自然の美しさに接し、土地の方々の人情にふれ、豊かな情操を育む。大自然の美しさに接し、

体験的な学習を通じて、豊かな心を育てる。 

(2) 準備の過程や当日の活動を通して、仲間と協力して主体的に活動する力を育てる。 

（3）農業体験を通して食べ物を大切にする心や生産者に対する感謝の心を育む。 

（4）自然や文化・歴史について事前に学習し、それを見聞することにより知識をより豊かにする。 

（5）平和学習や人との交流を通して、家族や命の大切さ、自己の生き方について考えを深める。 

 

２．日時 令和４年9月1４日（水)～１６日(金)  

 

３．行き先 長野県飯田市及び、その周辺町村 

 

４．宿舎  よしの亭（２日連泊） 

〒399－2603 長野県飯田市下久堅知久平1815   TEL:0265-29-8130  

 

５．行程 

 

【1日目】学校集合(6:40)－学校出発(7：00)－びわこｽｶｲｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 

－農作業体験－宿舎 

 

【２日目】起床（６：３０）－宿舎発(８:30)－満蒙開拓記念館－昼食（BBQ） 

－ラフティング－酒蔵（お土産）－宿舎 

 

【3日目】宿舎発（８：００）－軽食－京都東山地区散策－学校着(17：１5頃) 

 

6．服装  

制服 、体操服 、水着、部屋着 （宿舎） 

 

７．持ち物 (※靴は汚れても良い物) 

 

    メインバッグ(家庭で旅行カバンをご用意ください)・サブバッグ(学校のカバン)・しおり 

    筆記用具・水筒・弁当(捨てられる容器)・制服・体操服・部屋着・水着・タオル(３枚以上) 

バスタオル(２枚以上)・雨具(カッパ・折りたたみカサ)・ハンカチ・ティッシュ・ビニール袋4枚 

エコバック・洗面用具・マスク3枚以上   

（必要な人）処方薬、アルコール消毒 

【農作業体験】赤ジャージ上下・軍手・帽子・買い物袋（靴カバー） 

その他(実行委員会を中心に検討します)  

おこづかい、おやつ、カメラなど 

 

８．費用 55，000円前後 (修学旅行積立金より充当)  

                                           ※詳細はお子さまを通じてお知らせします。 

 

９．修学旅行における新型コロナウイルス感染症の対応について 

 

１． 参加に際してのお願い 

「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き 

(第５版)」及び「修学旅行等の実施（新型コロナウイルス感染症対策）に係るガイドライン（令和

３年９月 22日時点、守口市教育委員会）に基づいて実施します。学校でも指導しますが、ご家庭

でも内容を理解し、十分なご指導をお願いします。 

 

ご家庭へのお願い 

① 修学旅行前後の、本人および同居家族への健康観察にご協力をお願いします。 

② 学校側でも指導しますが、ご家庭においても感染予防へのご協力をお願いします。 

（旅行中の手洗い、咳エチケット、マスク着用、持ち物の準備等） 

③ 出発前に発熱・感染疑いの症状がある場合は参加を取りやめて頂きます。 

（※その際は、所定のキャンセル料が発生しますが、守口市立学校における宿泊行事キャンセル 

費用補助金の対象となります。） 

④ 万が一、旅行中に感染・濃厚接触となった場合は、保健所・医療機関の指示に従い対応します 

ので、ご理解ご協力をお願いします。 

    （修学旅行中のルールについても、「手引き」及び「ガイドライン」を踏まえ、対応いたします。） 

 

  ２．９月の修学旅行が中止となる場合  

8/23（火）時点で、守口市、大阪府、訪問先（長野県・滋賀県・京都府）が特定警戒都道府県

に指定されている場合、または、訪問先が独自の緊急事態宣言を出した場合。もしくは、訪問先が

大阪府からの修学旅行等の受け入れを不可とした場合。 

出発日の 4日前（9/10(土)）の 19：00以後に、直近３日間で同一学級において、15％以上

の感染者・濃厚接触者が確認された場合、学級閉鎖期間が出発日に重なる可能性があり、保健

所並びに市教育委員会と協議の上で中止との判断になった場合。 

 

tel:0265-29-8130


３． コロナ感染症対策等を踏まえ出発前の参加できないケース  

（ア） 出発日に生徒本人が、陽性判定及び濃厚接触者に特定されている場合  

（イ） 出発日の前日に生徒本人が、PCR検査の受検及び結果待ちになった場合 

（ウ） 出発日に、生徒本人が、発熱等、健康状態がすぐれない（風邪の症状）場合 

（エ） 生徒本人が学校感染症にり患し、医師から出席停止の指示があり、その期間の全部 

もしくは一部が修学旅行の期間と重なった場合 

（オ） 修学旅行費等をはじめ諸費の未納がある場合 

 

４． キャンセル料について 

修学旅行のキャンセル料は、旅行契約の規定上、８月24日（水）17：00を過ぎると発生しま

す。８月24日（水）17：00以後に、新型コロナ関連の理由以外でのご家庭の事情により旅行を

取りやめることとなった場合、保護者様にキャンセル料をご負担いただく可能性がありますので

ご了承ください。修学旅行自体が取りやめ、コロナの罹患・感染疑い等により参加ができなくな

った場合のキャンセル料については、守口市立学校における宿泊行事キャンセル費用補助金の

対象となります。 

 

 

～8/24（水）17：00まで(～出発日の２０日前)：企画料（一人1,000円程度） 

～9/６（火）（２０～８日前）：                 旅行代金の20％  

～9/1２（月）（７～２日前）：            旅行代金の30％  

～9/13（火）（前日）：                    旅行代金の40％  

～9/14(水)集合時間まで（当日）：          旅行代金の50％  

連絡なしの欠席、旅行開始後：             旅行代金の100％  

   

５． 感染予防、対策について 

①移動について 

 ・バス乗車前、手洗いやアルコール消毒液で手指消毒をします。 

 ・バス移動中はマスク着用します。（飲食は水分補給のみ、短時間で外す） 

 ・バス内は定期的に空調と外気との換気を行うことになっています。 

 

②食事について 

・手洗い、消毒の指導を徹底しますが、水道の数が少ない場所については除菌ティッシュ、アルコ 

ール消毒で対応します。 

    ・宿舎での食事は1人ずつのセットメニューで、一方向で着席、黙食を徹底します。 

    ・2日目の昼食は、調理時はマスク・ビニール手袋を着用し、食事の際は黙食を徹底します。 

    ・3日目の軽食は、黙食を徹底します。 

    ・食事の際、外したマスクを入れる袋を持参し、生徒本人で管理します。 

  ・水筒へお茶の補充を行います。 

   

③宿泊施設について 

・朝夕の健康チェック（検温等 体温計は学校で用意します） 

・養護教諭に加えて看護師も同行します。 

 ・宿舎では、食事・入浴・就寝時以外はマスク着用をします。 

・体調不良の状況に応じて、保健室を複数用意します。 

・居室・食事・入浴に際しては密を避けるため、人数を減らす・間を空ける対応を取ります。 

   

④活動・体験メニューについて 

     ・集合整列等は、ソーシャルディスタンスを保ち、密を避けます。 

     ・体験、活動等は、感染症対策をとって行います。 

 

６． 旅行中、体調不良になった場合について 

旅行期間中、生徒に発熱等風邪の症状がみられた場合には、離団し、医師の診察を受ける 

こととなり、症状次第では、保健所等と連携した対応となります。 

      また、生徒に発熱の症状がみられた場合は保護者の方に迎えをお願いする場合があります。

（保健所の指示で現地滞在等を余儀なくされるケースもあります）。ケガや病気等での離団の際

の交通費や宿泊費は、修学旅行保険が適応される場合があり、その際は医師の診断書が必要と

なります（１往復分）。   

  
１０．旅行中の健康面でのお願い 

 

健康チェックなどの対策は万全を期しておりますが、ご家庭におかれましても、下記の点につい 

ても事前に確認・徹底されますようお願いいたします。 

 

① 乗り物に酔いやすい生徒は、自分にあった酔い止め薬を用意してください。 往復ともバスを利用し 

ます。処方（飲む回数・時間等）にしたがって飲むのを忘れないようにしてください。 

（２日目・３日目の分もご用意ください） 

② 喘息・けいれん体質等の持病のために薬を必要とする生徒は必ず用意してください。 

場所が変わると気温や環境も変わります。また、緊張感から近年出なかった持病が出ないとも限り 

ません。主治医とご相談のうえ、必要な薬をご用意ください。 

③ 健康面で不安な場合は主治医とご相談のうえ、必要な薬をご用意ください。 

・扁桃腺が腫れたり、高熱が出やすい人  →熱さましや座薬など 

・心臓・腎臓疾患等で治療薬を服用中の人 →処方された薬 

・中耳炎・結膜炎等の疾患のある人 

・食物アレルギー・太陽アレルギー・寒冷じんましんなどアレルギーのある人 

※修学旅行中、服用したかどうかを確かめた方がよい場合は、その旨を健康調査票に記入して 

ください。(応急処置に必要な医薬品は学校で用意します。) 

  ※学校医による内科検診は、既に実施しています。 

④ 女子生徒は、生理用品を用意してください。環境の変化により体調も変わりやすく月経が不順と 

なり、修学旅行中、急に月経にならないとも限りません。ご配慮ください。 

                                          

修学旅行中、もしもの事態で医療機関受診という時には、健康保険証を学校までお持ちいた 

だくか、FAXで病院まで送っていただくことになります。ご了承ください。 

 

※別紙「修学旅行参加同意書 兼 健康調査票」を配布します。 
７月１５日（金）までに全ご家庭提出くださいますようお願いいたします。 


